
 

 

 

3－1 基本的な考え方 

 

水道事業の基本的な方針は「安全で安定した水の供給」です。このため、経

営面では「経営基盤を強化し健全経営を行う」こと、施設整備面では、「計画的

な施設整備と管理」に努めます。 

 

3－2 施策の方向 

 

現在の課題を解決し、経営環境の変化に対応するため、次のような 4 つの施

策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  （持続）         （安心） 

 

 

  （安定）         （環境） 

 

図 3-2-1 施策の内容 

3.これからの水道事業経営 

1.経営基盤の強化と 

   計画的な事業の推進 

2.安心・安全な給水の確保 

3.安定した給水の確保と 

    災害・非常時対策 

4.水道サービスの充実 

安全で安定した水の供給 
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1）経営基盤の強化と計画的な事業の推進 

 経営改善を進めるとともに、効果的な整備計画を策定し、計画的な施設の高水

準化と情報管理の高度化を行う事により、経営基盤の強化と計画的な事業の推進

を図ります。 

 

表 3-2-1 経営基盤の強化と計画的な事業経営の推進 

項  目 内     容 

積 極 的 な 経 営 改 善

事務事業の効率化、電子化等コスト縮減により経営改善を行い、経営

の効率化、健全化を推進します。 

 

効果的な整備計画策定

今後の整備計画や財政計画は、事業の効果と財政計画を踏まえて、中

長期的な視点から策定します。 

 

施 設 の 高 水 準 化

配水管網や施設の整備を計画的に行い、適切な施設能力の確保と向上

に努めます。 

 

情 報 管 理 の 高 度 化

各種情報の共有化と管理体制の統一化を進め、事務事業の効率化や維

持管理水準の効率化を図ります。 

 

 

 

2）安心安全な給水の確保 

水質管理の適正化により、水質の安全を確保するとともに、地下水の確保と保

全を図り安全で良質な水源を持続的に確保します。 

 

表 3-2-2 安全な給水の確保 

項  目 内     容 

水 質 管 理 の 適 正 化

水質検査項目の拡充に対応し、適正な水質検査を行う事により、水質

の安全性や住民の信頼性の確保に努めます。 

 

地 下 水 の 確 保 保 全

配水区域と需要に応じた水源井戸開発を行い、井戸の清掃や取水ポン

プの更新等、井戸能力の維持に努めます。また地下水の保全につなが

る環境対策に努めます。 
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3）安定した給水の確保と災害、非常時対策 

老朽化した施設を計画的に整備することにより、安定した給水の確保を行いま

す。また、耐震対策の実施や災害マニュアル等の整備により、災害・非常時にお

いても被害を最小にし、ライフライン機能の早期回復が図れるよう対策を講じま

す。 

 

表 3-2-3 安定した給水の確保と災害、非常時対策 

項  目 内    容 

老 朽 化 施 設 の 更 新

施設や設備の耐用年数・機能劣化の状況に応じて、適切な修繕や更新

を行い、安定的な給水機能の維持と向上を図ります。 

 

耐 震 対 策 の 実 施

地震時にも被害を最小にし早期回復が図れるよう、給水拠点の確保、

応急う給水に対応できる主要施設の耐震化を実施します。 

 

災 害 マ ニ ュ ア ル 等

の 充 実

地震等非常時の対応が円滑に行えるよう、事前対策や事後対策を整理

し、実務に役立つマニュアルを整備します。 

 

 

 

4）水道サービスの充実 

顧客である水道使用者に対して、情報提供を積極的に行うとともに、多様化す

るニーズの把握と対応によりサービスの充実を図ります。 

 

表 3-2-4 水道サービスの充実 

項  目 内    容 

情 報 開 示 の

積 極 的 な 推 進

業務状況等の情報を積極的に提供し、透明性の向上により説明責任を

果たし、水道事業に対する理解の促進を図ります。 

 

住 民 ニ ー ズ の

把 握 と 対 応

多様化するニーズを把握し、迅速に対応することにより、顧客満足度

を向上させ質の高い水道サービスを提供します。 
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